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Ⅳ 用語の解説 

地域保健編 

「妊婦」   

妊娠中の女性をいう。 

「産婦」 

分娩後１年以内の女性をいう。 

「乳児」 

満１歳未満の者をいう。 

「幼児」 

満１歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 

「新生児」 

生後 28日未満の乳児をいう。 

「未熟児」 

身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るま

でのものをいう。 

「デイ・ケア」 

医学的な管理のもとに行う、作業指導、レクリエーション活動、創作活動、生活指導等をいう。 

「ひきこもり」 

本報告では、仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、６か月以上続

けて自宅にひきこもっている状態にある７歳から 49歳までの者をいう。 

 「沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン（ＤＰＴ）」 

第１期の初回接種は、生後２月に達した時から生後 12 月に達するまでの期間を標準的な接種期

間として 20 日以上、標準的には 20 日から 56 日までの間隔をおいて３回、追加接種については初

回接種終了後６月以上、標準的には 12月から 18月までの間隔をおいて１回行われる。 

 「沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（ＤＴ）」 

第１期の初回接種は、生後２月に達した時から生後 12 月に達するまでの期間を標準的な接種期

間として 20 日以上、標準的には 20 日から 56 日までの間隔をおいて２回、追加接種については初

回接種終了後６月以上、標準的には 12月から 18月までの間隔をおいて１回行われ、第２期は、11

歳に達した時から 12歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として１回行われる。 

 「不活化ポリオワクチン（ＩＰＶ）」 

初回接種は、生後２月に達した時から生後 12月に達するまでの期間を標準的な接種期間として、

20 日以上の間隔をおいて３回、追加接種については初回接種終了後６月以上、標準的には 12 月か

ら 18月までの間隔をおいて１回行われる。 

 「沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン（ＤＰＴ－ＩＰＶ）」 

   第１期の初回接種は、生後２月に達した時から生後 12 月に達するまでの期間を標準的な接種期

間として 20 日以上、標準的には 20 日から 56 日までの間隔をおいて３回、追加接種については初

回接種終了後６月以上、標準的には 12月から 18月までの間隔をおいて１回行われる。 

「沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヒブ混合ワクチン（ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ）」 

   第１期の初回接種は、生後２月に達した時から生後７月に達するまでの期間を標準的な接種期間

として 20 日以上、標準的には 20 日から 56 日までの間隔をおいて３回、追加接種については初回

接種終了後６月以上、標準的には６月から 18月までの間隔をおいて１回行われる。 

「日本脳炎ワクチン」 

第１期の初回接種は、３歳に達した時から４歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として６



 

－ 24 － 

日以上、標準的には６日から 28 日までの間隔をおいて２回、追加接種については初回接種終了後

６月以上、標準的にはおおむね１年を経過した時期に、４歳に達した時から５歳に達するまでの期

間を標準的な接種期間として１回行われる。 

第２期は、９歳に達した時から 10 歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として１回行われ

る。 

平成 17年５月 30 日から平成 22年３月 31日までの積極的な勧奨の差し控えにより第１期、第２

期の接種が行われていない可能性がある者については特例対象者として予防接種が行われている。 

令和６年度に 18 歳となる者（平成 18年４月２日から平成 19 年４月１日までに生まれた者）に

ついては、第２期の接種が十分に行われていないことから、令和６年度に積極的な勧奨が行われた。 

 「ヒブワクチン」 

標準的には、初回接種開始時に生後２月から生後７月に至るまでの間にある者について、初回接

種は 27 日以上、標準的には 27 日から 56 日までの間隔をおいて３回、追加接種については初回接

種終了後７月以上、標準的には７月から 13月までの間隔をおいて 1回行われる。 

「小児用肺炎球菌ワクチン」 

標準的には、初回接種開始時に生後２月から生後７月に至るまでの間にある者について、生後 12

月までに 27 日以上の間隔をおいて３回、追加接種については生後 12 月から生後 15 月に至るまで

の間を標準的な接種期間として、初回接種終了後 60日以上の間隔をおいた後であって、生後 12月

に至った日以降において１回行われる。 

「ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）ワクチン」（女性のみ対象） 

（令和２年度報告より「子宮頸がん予防ワクチン」から名称変更した。） 

組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13歳となる日の属

する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、

１月の間隔をおいて２回行った後、１回目の接種から６月の間隔をおいて１回行われる。 

組換え沈降４価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13歳となる日の属

する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、

２月の間隔をおいて２回行った後、１回目の接種から６月の間隔をおいて１回行われる。 

組換え沈降９価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13歳となる日の属

する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、以下のいずれかの方法（ア

に掲げる方法については、第１回目の接種時に 12歳となる日の属する年度の初日から 15歳に至る

までの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る。）により行われる。 

ア 標準的な接種方法として、６月の間隔をおいて２回行う。 

イ 標準的な接種方法として、２月の間隔をおいて２回行った後、１回目の注射から６月の間隔

をおいて１回行う。 

平成 25年６月から積極的な勧奨が一時的に差し控えられていたが、令和３年 11月に積極的勧奨

を差し控えている状態を終了させることが妥当とされ、基本的に令和４年４月から個別の勧奨を順

次行うこととなった。なお、令和２年 10 月から接種対象者等へのＨＰＶワクチンに関する情報提

供資材の個別送付が開始された。 

「水痘ワクチン」 

生後 12 月から生後 36 月に至るまでの間にある者に対し、生後 12 月から生後 15 月に達するま

での期間を１回目の接種の標準的な接種期間として、３月以上、標準的には６月から 12 月までの

間隔をおいて２回行われる。 

「Ｂ型肝炎ワクチン」 

生後２月に至った時から生後９月に至るまでの期間を標準的な接種期間として、27日以上の間隔

をおいて２回、第１回目の注射から 139日以上の間隔をおいて１回行われる。 
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「ロタウイルスワクチン」 

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合は 27 日以上の間隔をおいて２回、五価経

口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合は 27 日以上の間隔をおいて３回、初回接種につい

ては、生後２月に至った日から出生 14週６日後までの間を標準的な接種期間として行われる。 

なお、令和２年 10月から定期接種化された。 

「麻しん・風しんワクチン」 

第１期は、生後 12月から生後 24月に至るまでの間にある者に対し１回、第２期は５歳以上７歳

未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の１年前の日から当該始期に達する日の前日まで

の間にあるもの（小学校就学前の 1年間にある者）に対して１回行われる。 

「ＢＣＧワクチン」 

生後５月に達した時から生後８月に達するまでの期間を標準的な接種期間として１回行われる。 

「インフルエンザワクチン」 

65 歳以上の者及び 60 歳以上 65 歳未満の者に１回行われる。60 歳以上 65 歳未満の者について

は、心臓、じん臓又は呼吸器の機能等に障害を有する者を対象とする。  

「成人用肺炎球菌ワクチン」 

65歳の者及び 60 歳以上 65歳未満の者に１回行われる。60歳以上 65歳未満の者については、心

臓、じん臓又は呼吸器の機能等に障害を有する者を対象とする。 

なお、令和６年３月 31 日までの間は、「65 歳の者」の対象者については、65 歳、70 歳、75 歳、

80 歳、85歳、90 歳、95 歳又は 100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間 

にある者が定期接種の対象となる。 

「新型コロナワクチン」 

65 歳以上の者及び 60 歳以上 65 歳未満の者に１回行われる。60 歳以上 65 歳未満の者について

は、心臓、じん臓又は呼吸器の機能等に障害を有する者を対象とする。  

 

健康増進編 

平成 20 年度の老人保健法の改正により、これまで市区町村が担ってきた老人保健事業のうち、医

療保険者に義務づけられない事業は、市区町村が健康増進法に基づき実施することとなった。 

健康増進事業の対象者は、当該市区町村の区域内に居住地を有する 40 歳以上の者（職域等におい

てこれらの事業に相当する事業の対象となる場合を除く。）をいう。 

なお、介護保険法の改正に伴う地域支援事業の創設（平成 18 年４月１日施行）により、65 歳以上

の「健康教育」、「健康相談」、「訪問指導」、「介護家族健康教育」及び「介護家族健康相談」は、地域

支援事業で実施のため、平成 18年度より対象者を変更した。 

 

「健康診査」 

当該市区町村の区域内に居住地を有する 40 歳以上 74 歳以下の特定健康診査非対象者及び 75 歳

以上の生活保護世帯に属する者等を対象として行う生活習慣病予防に着目した健康診査をいう。 

「歯周疾患検診」 

当該市区町村の区域内に居住地を有する 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び 70歳の者を対象

として行う問診及び歯周組織検査をいう。 

「骨粗鬆症検診」 

当該市区町村の区域内に居住地を有する 40歳、45歳、50歳、55 歳、60歳、65歳及び 70歳の女

性を対象として行う問診及び骨量測定をいう。 

「健康教育」 

健康教育は、当該市区町村の区域内に居住地を有する 40歳から 64歳までの者を対象とした、心
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身の健康についての自覚を高め、かつ、心身の健康に関する知識を普及啓発するために行われる指

導及び教育をいう。 

「健康相談」 

健康相談は、当該市区町村の区域内に居住地を有する 40歳から 64歳までの者を対象とした、心

身の健康に関し、相談に応じて行われる指導及び助言をいう。 

「重点健康相談」 

当該市区町村の区域内に居住地を有する 40歳から 64歳までの者を対象とした、心身の健康に関

し、重点課題とされる「高血圧」、「脂質異常症」、「糖尿病」、「歯周疾患」、「骨粗鬆症」、「女性の健

康」及び「病態別」のうち、市区町村が地域の実情等を勘案し、課題を選定し医師、歯科医師、保

健師等を担当者として行う、健康に関する指導及び助言をいう。 

「総合健康相談」 

対象者の心身の健康に関する一般的事項について、総合的な指導・助言を行うことを主たる目的 

とする相談をいう。 

「訪問指導」 

訪問指導は、当該市区町村の区域内に居住地を有する 40歳から 64歳までの者を対象とした、そ

の心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者

について、保健師その他の者を訪問させて行われる指導をいう。 

「がん検診」 

がん検診は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第 0331058 号平成 20

年 3月 31日健康局長通知別添)」（以下「指針」という。）に基づき実施されている。 

平成 28年 2月に「指針」の改正が行われ、胃がん検診及び乳がん検診について、検診方法、受診

対象、受診間隔等に変更があった。 

健康増進法に基づくがん検診の対象年齢は、上限の年齢制限を設けず、ある一定年齢以上の者と

しているが、受診率の算定にあたっては、「がん対策推進基本計画」（平成 24年 6月 8日閣議決定）

及び「指針」に基づき、40～69 歳（胃がん検診は平成 28 年度以降 50 歳～69 歳、子宮頸がんは 20

～69歳）を対象として算出している。 

・胃がん検診 

受診対象 50歳以上の男女 

（ただし、胃部エックス線検査は 40歳以上の者を対象としても差し支えない。） 

受診間隔 平成 28年度以降２年に１度 

（ただし、胃部エックス線検査は年１回実施しても差し支えない。） 

問診及び胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査 

なお、受診率算出のための受診者数は次のとおりである。 

 平成 28年度以降 「50歳以上 69歳までの胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査受診者」 

・肺がん検診 

受診対象 40歳以上の男女（喀痰細胞診は 50歳以上） 

問診（質問）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診 

なお、受診率算出のための受診者数は次のとおりである。 

平成 20年度以降 「胸部エックス線検査受診者」 

・大腸がん検診 

受診対象 40歳以上の男女 

問診及び便潜血検査 

・子宮頸がん検診（平成 24年度までは「子宮がん検診」として報告されている。） 

受診対象 細胞診：平成 16年度以降 20歳以上の女 
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     HPV検査単独法：30歳以上の女 

受診間隔 細胞診：平成 16年度以降２年に１度 

     HPV検査単独法：５年に１度 

細胞診：問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とし、必要に応じてコルポスコープ検査 

HPV検査単独法：問診、視診及び HPV 検査とし、HPV検査陽性となった場合にトリアージ検査 

なお、受診率算出のための受診者数は次のとおりである。 

平成 17年度以降 「頸部細胞診受診者」 

・乳がん検診 

受診対象 平成 16年度以降 40歳以上の女 

受診間隔 平成 16年度以降２年に１度 

問診（質問）及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ） 

なお、受診率算出のための受診者数は次のとおりである。 

平成 28年度以降 「マンモグラフィ受診者」 

「がん検診受診率」 （令和６年度） 

※40～69歳（胃がんは 50～69歳、子宮頸がんは 20～69歳）を対象として算定 

・肺がん及び大腸がん 

受診率＝（受診者数／対象者数）×100 

・胃がん及び乳がん（平成 18年度「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の改

正に伴い、平成 17年度から受診率の算出方法を変更している。）  

受診率＝（前年度の受診者数＋当該年度の受診者数－２年連続の受診者数）／（当該年度の 

対象者数）×100 

   ・子宮頸がん（令和６年度「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の改正に伴

い、令和６年度から受診率の算出方法を変更している。） 

受診率＝（（細胞診の前年度の受診者数＋細胞診の当該年度の受診者数－細胞診の２年連続

の受診者数）＋（当該年度及び過去４か年度の間に HPV検査単独法による子宮頸が

ん検診を１度以上受診した者の数））／（当該年度の対象者数）×100 

 

「精密検査受診率」 （令和５年度） 

※40～69歳（胃がんは 50～69歳、子宮頸がんは 20～69歳）を対象として算定 

精密検査受診率＝（要精密検査者数－精密検査未受診者数－精密検査未把握者数）／要精密検査

者数×100 

「精密検査未受診率」 （令和５年度） 

※40～69歳（胃がんは 50～69歳、子宮頸がんは 20～69歳）を対象として算定 

精密検査未受診率＝精密検査未受診者数／要精密検査者数×100 

「精密検査未把握率」 （令和５年度） 

※40～69歳（胃がんは 50～69歳、子宮頸がんは 20～69歳）を対象として算定 

精密検査未把握率＝精密検査未把握者数／要精密検査者数×100 

「肝炎ウイルス検診」 

肝炎ウイルス検診は、当該市区町村の区域内に居住地を有する当該年度に満 40 歳となる者及び

満 41 歳以上となる者であって、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない希望者を対象とした

Ｂ型肝炎ウイルス検査及びＣ型肝炎ウイルス検査をいう。 

 


